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えておくこと。 

5． 保守会社がメンテナンスを実施する際には、日単位に作業申請の事前提出するこ

とを求め、終了時の速やかな作業報告書の提出を求めること。それらの書類は医

療機関等の責任者が逐一承認すること。 

6． 保守会社と守秘義務契約を締結し、これを遵守させること。 

7． 保守会社が個人情報を含むデータを組織外に持ち出すことは避けるべきであるが、

やむを得ない状況で組織外に持ち出さなければならない場合には、置き忘れ等に

対する十分な対策を含む取扱いについて運用管理規程を定めることを求め、医療

機関等の責任者が逐一承認すること。 

8． リモートメンテナンスによるシステムの改造や保守が行われる場合には、必ずア

クセスログを収集するとともに、当該作業の終了後速やかに作業内容を医療機関

等の責任者が確認すること。 

9． 再委託が行われる場合は、再委託する事業者にも保守会社の責任で同等の義務を

課すこと。 

 

 D．推奨されるガイドライン 

1． 詳細なオペレーション記録を保守操作ログとして記録すること。 

2． 保守作業時には医療機関等の関係者立会いのもとで行うこと。 

3． 作業員各人と保守会社との守秘義務契約を求めること。 

4． 保守会社が個人情報を含むデータを組織外に持ち出すことは避けるべきであるが、

やむを得ない状況で組織外に持ち出さなければならない場合には、詳細な作業記

録を残すことを求めること。また必要に応じて医療機関等の監査に応じることを

求めること。 

5． 保守作業に関わるログの確認手段として、アクセスした診療録等の識別情報を時

系列順に並べで表示し、かつ指定時間内でどの患者に何回のアクセスが行われた

かが確認できる仕組みが備わっていること。 


